
社会福祉法人　太宰府市社会福祉協議会 会長　殿

下記のとおり施設使用を申請します。

なお、施設使用に際しましては、社会福祉協議会の指示に従います。

日

〒 －

太宰府市

代表者名

（ 担当（ ）

Ｒ 年 月 日

： ：

Ｒ 年 月 日

： ：

Ｒ 年 月 日

： ：

Ｒ 年 月 日

： ：

※太枠の中を記入してください。

※使用時間は、準備、片づけも含めた時間となります。

(使用料金) 1時間未満の使用は切上げとなります。

※使用料は、使用許可書交付から

　５日以内(土・日・祝を除く)に

　納付してください。

※使用予定日の７日前までの使用

　取り消しは使用料を返還します。

上記申請について施設使用を許可します。

なお、施設使用に際しては、裏面の太宰府市総合福祉センター規程を遵守してください。

社会福祉法人　太宰府市社会福祉協議会

受付印

受付 職員

から

□
曜日

(3階)

(2階)

(1階)
から

□
曜日

(3階)

(2階)

(1階)
から

□
曜日

(3階)

(2階)

(1階)

係長 課長

研 修 室 1,000円 500円 100% 200円/1Ｈ

大 会 議 室 2,000円 1,500円 300円/1Ｈ

調 理 室 1,000円 1,000円 50% 0円

ボ ラ ン テ ィ ア 室 1,000円 500円 ・ 100円/1Ｈ

使用料減免 冷暖房料減免

相 談 室 ( 右 ・ 左 ) 1,000円 500円
有 ／ 無 有 ／ 無

和 室 500円 500円

部屋の名称 使用料/1H 冷暖房料/1H

曜日
(3階)

(2階)

(1階)
から

□

使用目的

(詳しく)

使　用　日　時 使用部屋（　 をつけてください）

連 絡 先 ）

住 所

団 体 名

太宰府市総合福祉センター使用申請・許可書

R 年 月

大会議室 研修室

和室 調理室 ボランティア室 視聴覚室 機能回復訓練室

相談室(右) 相談室(左）

大会議室 研修室

和室 調理室 ボランティア室 視聴覚室 機能回復訓練室

相談室(右) 相談室(左)

大会議室 研修室

和室 調理室 ボランティア室 視聴覚室 機能回復訓練室

相談室(右) 相談室(左)

大会議室 研修室

和室 調理室 ボランティア室 視聴覚室 機能回復訓練室

相談室(右) 相談室(左)



(趣旨)

第１条　この規程は、太宰府市総合福祉センター (以下「センター」という。) の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休館日等)

第２条　センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1)　 日曜日及び国民の祝日に関する法律に定める休日

(2)　 12月28日から翌年 1 月 4 日まで連続する日

(3) 　会長が特に休館が必要と認める日

２　センターの開館時間は、9:00から21:00までとする。なお、土曜日においては、9:00から17:00までとする。ただし、会長が特に必要と

　認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可申請等)

第３条　センターを使用しようとする者は、使用を希望する日の10日前までにセンター使用申請・許可書を会長に提出しなければならない。

２　会長は、前項の使用申請・許可書の内容を審査の上、次の各号に掲げる行為に該当又はその恐れがあると認められる場合を除き、使用

　許可書を交付するものとする。

　(1)　センターの管理上、支障があると認められる行為

　(2)　センターの建物、附属設備及び備品を破損する行為

　(3)　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号) 第 2 条第 1 項第 2 号に該当する行為

　(4)　物品の販売及び宣伝等の営利活動と見なされる行為

　(5)　その他、必要な指示に従わないなど、会長が不適当と認める行為

３　会長は、各部屋の使用の許可に際し、必要な条件を付することができる。

４　センター使用の許可を受けた者は、その権利を譲渡又は転貸してはならない。

(使用の取り消し)

第４条　会長は、センターの使用を許可した後、前条に規定する行為又は条件に違反する行為があったときは、その使用の許可を取り消す

　　　ことができる。

(使用者の心得)

第５条　センターを使用する者 (以下「使用者」という。) は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

　(1)　火災及び盗難の防止並びに秩序の維持に努めること

　(2)　センターの使用に際して、環境の保全及び整理整頓に努めること

　(3)　 使用時間を厳守すること

　(4)　センターの建物或いはこれに附属する設備又は備品を破損若しくは滅失したときは、直ちに事務局職員に報告し、その指示に従う

  　　こと

(賠償の責任)

第６条　使用者は、故意若しくは過失によってセンターの建物或いはこれに附属する設備又は備品を破損若しくは滅失したときは、これ

　　　を現状に復し又はその損害を賠償しなければならない。

(使用料金等)

第７条　センター使用の許可を受けた者は、当該使用許可の交付があった日から起算して５日を経過する日までに別表に定める使用料金

　　　を納入しなければならない。ただし、会長が特に必要と認めたときは、別に納入期限を指定することができる。

２　納入された使用料金は、次の各号に該当する場合を除き、返還しない。

　(1)　使用者の意思に関らずセンターを使用することができなくなったとき

　(2)　センター使用予定日の７日前までに、使用の取り消しを申し出たとき

(使用料金の減免)

第８条　会長は、公益上又は特別の理由があると認めるときは、使用料金の全部又は一部を減免することができる。

(委　任)

第９条　この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

【総合福祉センター施設使用許可条件】

１　使用する団体の責任者あるいは代表の者は、窓口にてこの許可書を提示し「使用点検等報告書」を受け取り、使用を開始すること。

２　使用目的以外に使用しないこと。

３　許可された日時を遵守すること。

４　許可施設以外の使用及び立ち入りを禁止する。

５　使用した施設の後片づけ・清掃を行い責任者あるいは代理の者はその旨、窓口に報告し点検をうけること。

６　施設及び設備等を破損した場合は、直ちに窓口に届け出て、職員の確認を求めること。

　※故意又は重大な過失により備品等を破損させた場合は、その修復にかかる費用を負担させることがある。

７　所定の場所以外の飲食や喫煙は原則として禁止する。

８　使用に際して生じた生ゴミ等は、必ず持ち帰ること。

９　火災、盗難、人身事故、その他の事故防止に努めること。

10　太宰府市社会福祉協議会の行事が入った場合は、使用許可後でも使用の取り消しをすることがある。

※　上記事項に違反した場合は、使用許可を取り消し、または今後の使用を禁止することがある。

【お願い】

♢　太宰府市社会福祉協議会では賛助会員を募集しています。ご加入くださいますようご協力の程お願いいたします。

♢　駐車台数に限りがありますので、公共交通機関等をご利用の上お越しください。

太宰府市総合福祉センター規程

社会福祉法人　太宰府市社会福祉協議会
連絡先　電話092-923-3230　FAX092-923-0578


